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  ご利用者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が説明すべき重要事項は、次

のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 前橋市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 〒371-0017 前橋市日吉町二丁目１７番地１０ 

代表者（職名・氏名） 会 長    南 雲   厚 

設 立 年 月 日 昭和２６年７月２３日（法人化 昭和４２年３月３１日） 

電話番号/FAX番号 ０２７－２３７－１１１２／０２７－２１９－０３３７ 

 

２．利用事業所の概要 

利用事業所の名称 前橋市社会福祉協議会ヘルパーステーション 

サ ー ビ ス の 種 類 第一号訪問事業（介護予防訪問介護相当サービス） 

事 業 所 の 所 在 地 〒371-0017 前橋市日吉町二丁目１７番地１０ 

電 話 番 号 / F A X 番 号 ０２７－２３７－１１１３／０２７－２１９－０５５７ 

指定年月日・事業所番号 平成２９年４月１日指定 第1070100787号 

管 理 者 の 氏 名 藤宮 美苗 

通常の事業の実施地域 前橋市 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要支援状態又は事業対象者であるご利用者が、その有する能力に応

じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができる

よう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活

を過ごすことができるよう、第一号訪問事業（介護予防訪問介護相

当サービス）を提供することを目的とします。 

運営の方針 

事業者は、ご利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険

法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、前橋市、地域包括

支援センター、介護予防支援事業者等と密接な連携を図りながら、

ご利用者が要支援状態の維持若しくは改善または要介護状態とな

ることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 
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４．提供するサービスの内容 

（１）介護予防訪問介護相当サービスは、訪問介護員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、

排せつや食事等の介助、調理、洗濯や掃除等の家事など、日常生活上の世話を行うサー

ビスです。 

  具体的には、サービスの内容により、以下の区分に分けられます。 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機

能を高めるための介助や専門的な援助を行います。 

 例）起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、 

   更衣介助、清拭（せいしき) 、入浴介助、体位交換、服薬介助 

   通院･外出介助など 

生活援助 
家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。 

例）掃除、洗濯、調理、買い物代行、薬の受取り、衣服の整理など 

 

 

５．営業日時 

営  業  日 

月曜日から金曜日まで（ただし、国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月

２９日から１月３日までを除きます。） 

営 業 時 間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

サービス提供日 月曜日から日曜日まで 

サービス提供時間 午前７時から午後１０時まで 

 

 

６．事業所の職員体制                 令和８年４月１日現在 

訪問介護員等の職種 勤務の形態・人数 

事業所長（管理者） 常勤 １人  

訪問事業責任者 常勤 ５人 非常勤  人 

 訪問介護員 常勤  人 非常勤 ２７人 
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７．管理者及びサービス提供責任者 

  事業所の管理者及びサービス提供責任者は下記のとおりです。 

サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出くだ

さい。 

管 理 者 藤宮 美苗（所長） 

サービス提供責任者の氏名 

藤宮 美苗（所長兼務） 

塩澤 ゆかり  丸山 知美 

飯野 明見   濵川 貴三江 

 

 

 

８．利用料 

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利

用料金」は、原則として負担割合証に記載されている基本利用料の１割、２割または３割

の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の

全額をご負担いただきます。 

 

【基本部訪問介護相当サービス】※身体介護及び生活援助 

サービス名称 サービスの内容 

基本利用料 

（１ヶ月あた

り） 

利用者負担 

１割負担 2割負担 3割負担 

介護予防訪問介護

相当Ⅰ 

（１ヶ月につき） 

 週１回程度のサービス 

 が必要とされた場合 

（事業対象者・ 

要支援１・２） 

１１，７６０円 1,176円 2,352円 3,528円 

介護予防訪問介護

相当Ⅱ 

（１ヶ月につき） 

 週２回程度のサービス 

 が必要とされた場合 

（事業対象者・ 

要支援１・２） 

２３，４９０円 2,349円 4,698円 7,047円 

介護予防訪問介護

相当Ⅲ 

（１ヶ月につき） 

 週２回を超えるサービ

スが必要とされた場合 

（事業対象者・ 

    要支援１・２） 

３７，２７０円 3,727円 7,454円 11,181円 

※前橋市は「７級地」に区分されているため、上記に、介護報酬１単位当たり、１０．２

１円上乗せされた利用料金となります。 

※介護職員等処遇改善加算Ⅲにより、上記の所定単位数に加算率２０．７％を乗じた利用

料金となります。ただし、区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 
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① 上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める介護予防訪問介護の金額に相当す

る金額であり、介護予防訪問介護の金額が改定された場合は、これら基本利用料も自

動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせ

します。 

② 月ごとの定額制となっていますが、以下に該当する場合は、日割り計算を行います。 

（１） 月途中に要介護から要支援または要支援から要介護に変更となった場合 

（それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。） 

（２） 同じ月に介護予防短期入所生活介護、介護予防短期生活療養介護等を利用し

た場合 

（３） 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

（４） 月の途中から利用を開始したり、月の途中で終了したりした場合 

 

【加算について】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 
利用者負担 

１割負担 2割負担 3割負担 

初回加算 

新規に個別サービス計画を作

成した利用者に対してサービ

ス提供責任者が初回にサービ

スを提供した場合等 

２,０４２円 ２０５円 ４０９円 ６１３円 

※介護職員等処遇改善加算Ⅲにより、上記の所定単位数に加算率２０．７％を乗じた利用

料金となります。ただし、区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

 

【減算について】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が減算されます。 

減算の種類 減算の要件 減算額 

同一建物減算 

事業所と同一建物等に居住する利用者又は１月当

たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する

建物の利用者にサービスを行う場合 

基本利用料の１０％ 

高齢者虐待防止措置 

未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置 

が講じられていない場合 
基本利用料の１％ 

業務継続計画 

未実施減算 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継

続計画が策定されていない場合 
基本利用料の１％ 

 

（２）留意事項 
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① ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を

一旦お支払いいただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護

保険から払い戻されます（償還払い）。また、介護予防サービス計画が作成されてい

ない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請

を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

② 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者

の負担額を変更します。 

 

（３）支払い方法 

 上記の利用料（利用者負担分の金額）は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、次

のいずれかの方法によりお支払いください。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月の２７日（祝休日の場合は直前の平日）

に，あなたが指定する下記の口座より引き落とします。 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は直前の営業日）

までに，現金でお支払いください。 

 

９．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速や

かに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 

 

１０．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括

支援センター（又は介護支援専門員）及び前橋市等へ連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。 

 

１１．サービスの利用にあたっての留意事項 

（１）利用の中止、変更、追加 

○利用予定日の前に、ご利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの

実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員等の稼働状況によりご利

用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご利用

者に提示して協議します。 

 

（２）サービス提供を行う訪問介護員等 

サービス提供開始時に、担当の訪問介護員等を決定します。ただし、実際のサービ 

ス提供にあたっては、複数の訪問介護員等が交替してサービスを提供します。 
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（３）訪問介護員等の交替 

  ① ご利用者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員等の交替を希望する場合には、当該訪問介護員等が業務上

不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対

して訪問介護員等の交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者から特定

の訪問介護員等の指名はできません。 

  ② 事業者からの訪問介護員等の交替 

事業者の都合により、訪問介護員等を交替することがあります。 

訪問介護員等を交替する場合はご利用者及びそのご家族等に対してサービス利用

上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。  

 

（４）サービス実施時の留意事項 

① 定められた業務以外の禁止 

ご利用者は「４．提供するサービスの内容」で定められたサービス以外の業務を

事業者に依頼することはできません。 

② サービスの実施に関する指示・命令 

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業所

はサービスの実施にあたってご利用者の事情・意向等に十分に配慮するものとし

ます。 

③ 備品等の使用 

サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させ

ていただきます。訪問介護員等が事業所に連絡する場合の電話等も使用させてい

ただきます。 

 

④ その他 

☆ サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、訪問介護員が入室させていた

だくお部屋には、貴重品や大切な品物は置かないようにご配慮をお願いします。

万が一の紛失や破損時の責任は負いかねます。 

☆ 利用者が不在の場合は、サービスを提供できません。また、留守宅に入室し待機

することもできません。５分程度は外で帰宅を待ち、それ以上はサービス中止の

取り扱いとさせていただきます。 

☆ 訪問介護員個人の住所や電話番号はお教えできません。訪問介護員への連絡はサ

ービス提供責任者を通じて事業所から行います。 

☆ サービス利用日、時間変更の希望は、直接事業所又はサービス提供責任者にご相

談ください。訪問介護員と直接交渉はお断りしておりますのでご了承ください。 

 

（５）訪問介護員等の禁止行為 

訪問介護員等は、ご利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為

は行いません。 
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 (６）サービス提供責任者 

   サービス提供責任者は、ご利用者からのサービス利用申込みに関する調整や担当の

地域包括支援センター（又は介護支援専門員）との連携など、次のような業務を担

当します。利用にあたって疑問点やご心配な点や、サービス内容についてご相談し

たい時は、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。訪問介護員等に直接お

話しくださってもかまいません。 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

① サービスの利用の申込みに関する調整 

② ご利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

③ 担当の地域包括支援センター（又は介護支援専門員）との連携（サービス担 

当者会議への出席など） 

④ 訪問介護員等への援助目標、援助内容に関する指示 

⑤ 訪問介護員等の業務の実施状況の把握 

⑥ 訪問介護員等の業務管理 

⑦ 訪問介護員等の研修、技術指導 

⑧ その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 

 

１２．ハラスメント対策 

   事業所は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化等の必要な措置を講じるものとします。 

２ ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪

影響を与えます。下記の様な行為があった場合、健全な信頼関係を築くことが出来な

いと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。 

 

①医療行為 

②ご利用者もしくはそのご家族等からの金銭または高価な物品の授受 

③ご利用者のご家族等に対するサービスの提供 

④飲酒及びご利用者もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご利用者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑦暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメン

ト等の行為 

⑧その他ご利用者もしくはそのご家族等に行う迷惑行為 
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① 身体的暴力 

身体的な力を使って危害を及ぼす行為 

例：コップを投げつける/蹴られる/唾を吐く 

② 精神的暴力 

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

例：大きな声を発する/怒鳴る/特定の職員に嫌がらせをする/「この程度できて当

然」と理不尽なサービスを要求する 

③ セクシャルハラスメント 

意に添わない性的な誘い掛け、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

例：必要もなく手や腕を触る/抱きしめる/入浴介助中、あからさまに性的な話をす

する 

 

１３．虐待の防止・身体拘束の適正化について 

（１）事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとします。 

① 虐待の防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会として虐待・身

体拘束防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底

します。 

② 虐待の防止・身体拘束等の適正化のための指針を整備しています。 

③ 虐待の防止・身体拘束等の適正化のための従業者に対する研修を実施します。 

④ 事業所はご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

⑤ 虐待の防止・身体拘束の適正化に関する措置を適切に実施するための担当者を

設置しています。 

     【担当者】  管理者  藤宮 美苗 

（２）事業所は、指定訪問介護等の提供中に従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者 

現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか 

に市町村に通報するものとします。 

 

１４．感染症の予防及びまん延防止について 

事業所は感染症の発生と、まん延を防止するために必要な措置を講じます。 

① 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会として、感染症対

策委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底しま

す。 

② 感染症及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１５．業務継続計画 

感染症や非常災害の発生でもご利用者への居宅介護を継続的に実施するためと、非

常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じます。 
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① 事業所内で業務継続計画を周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

② 定期的に業務継続計画の見直しと変更を行います。 

 

１６．苦情相談窓口 

（１）苦情の受付 

 当事業に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

○ 責任者    事務局長 北川 公啓 

○ 窓口担当   前橋市社会福祉協議会ヘルパーステーション 

電話 ０２７－２３７－１１１３ 

管理者  藤宮 美苗 

○ 受付時間   毎週月曜日～金曜日 

         ８：３０～１７：１５ 

 

 

(2) 行政機関その他苦情受付機関 

前橋市役所 

介護保険課 

前橋市大手町２－１２－１ 

  電話 ０２７－２２４－１１１１ 

  FAX ０２７－２４３－４０２７ 

国民健康保険団体連合会 

前橋市元総社町３３５－８ 

  電話 ０２７－２９０－１３２３ 

  FAX ０２７－２５５－５０７７ 

群馬県社会福祉協議会 

福祉サービス 

適正化委員会 

前橋市新前橋町１３－１２ 

  電話 ０２７－２５５－６６６９ 

  FAX ０２７－２５５－６１７３ 

 

（３）第三者委員会 

   当法人が設置する第三者委員の助言や立ち合いを求めることができます。 

   ◎第三者委員  

社会福祉士      福井 和江 電話２５４－３３２７ 

     民生委員・児童委員  石綿 敏彦 電話２２６－６４７１ 

     保護司        川端 利保 電話２６４－０８６６ 

 

 

１７．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施の有無 令和８年４月 1日現在実施無 

実施した直近の年月日  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  
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   令和   年   月   日 

 

 

 事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項の説明を行い

ました。 

 

   説 明 者  前橋市社会福祉協議会ヘルパーステーション 

職 名   サービス提供責任者 

           氏 名                      印 

 

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 また、サービス担当者会議等において、私及び家族の個人情報を用いることに同意しま

す。 

 

 

   利 用 者  住  所  前橋市  

          氏  名                       印 

 

        

   家族または代理人等 

          住  所                          

          氏  名                       印 

          本人との関係 

 


